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生
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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
大
使
館
及
び
総
領
事
館
に
お
け
る
便
宜
供
与
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
大
使
館
及
び
総
領
事
館
に
お
け
る
便
宜
供
与
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
格
付
け
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
平
成
二
十
一
年
度
の
外
務
省
の
執
務
参
考

資
料
で
あ
る
便
宜
供
与
事
務
処
理
要
領
の
便
宜
供
与
取
扱
基
準
に
お
い
て
は
、
Ａ
Ａ
、
Ｂ
Ｂ
、
Ｃ
Ｃ
、
Ｃ
Ｃ－

Ｇ
Ｇ
、
Ｃ
Ｃ

－

Ｈ
Ｈ
、
Ｄ
Ｄ
、
Ｔ
Ｔ－

Ｘ
Ｘ
及
び
Ｔ
Ｔ
の
分
類
を
設
け
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
が
便
宜
供
与
と
し
て
実
施
す
る
も
の
に
は
、
送
迎
、
宿
舎
の
手
配
の
ほ
か
、
訪
問
先
へ
の
同
行
・
案
内
、
通
訳
の

手
配
、
現
地
事
情
説
明
、
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
取
付
け
等
が
あ
る
。

三
に
つ
い
て

在
外
公
館
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
国
会
議
員
に
対
す
る
便
宜
供
与
は
合
計
千
五
百
十
六
件
、

同
年
度
に
お
け
る
国
会
議
員
以
外
の
者
に
対
す
る
便
宜
供
与
は
合
計
二
万
千
二
百
五
十
二
件
、
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
国

会
議
員
に
対
す
る
便
宜
供
与
は
合
計
千
三
百
五
十
七
件
、
同
年
度
に
お
け
る
国
会
議
員
以
外
の
者
に
対
す
る
便
宜
供
与
は
合

一



計
二
万
千
四
百
八
十
二
件
、
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
国
会
議
員
に
対
す
る
便
宜
供
与
は
合
計
千
九
百
六
十
二
件
、
同
年
度

に
お
け
る
国
会
議
員
以
外
の
者
に
対
す
る
便
宜
供
与
は
合
計
二
万
千
百
九
十
八
件
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
国
会
議
員
に

対
す
る
便
宜
供
与
は
合
計
千
二
百
五
十
八
件
、
同
年
度
に
お
け
る
国
会
議
員
以
外
の
者
に
対
す
る
便
宜
供
与
は
合
計
二
万
千

六
百
五
十
四
件
で
あ
る
。
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
便
宜
供
与
に
つ
い
て
は
、
在
外
公
館
か
ら
の
報
告
が
完
了
し
て
お
ら
ず
、

お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
二
の
便
宜
供
与
を
行
う
対
象
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
大
使
館
及
び
総
領
事

館
は
い
ず
れ
も
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
便
宜
供
与
取
扱
基
準
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
つ
い
て
適
切
に
対
応
し
て
き
て

い
る
。

二


